
私
立
高
等
学
校
の
授
業
料
を

補
助
し
ま
す

１
０
０
４
３
０
２

対
象：
市
内
在
住
の
方
で
、
10
月

１
日
現
在
、
全
日
制
ま
た
は
定
時

制
の
私
立
高
等
学
校
に
通
い
、
各

学
校
の
特
待
生
ま
た
は
奨
学
生
と

し
て
授
業
料
を
免
除
さ
れ
て
い
な
い

生
徒
の
保
護
者（
授
業
料
負
担
者
）

補
助
額：１
万
２
０
０
０
円（
年
額
）

申
込：10
月
１
日（
月
）～
31
日（
水
）

の
期
間
に
、
各
高
等
学
校
ま
た
は

教
育
総
務
課
に
あ
る
申
請
書
に
必

要
事
項
を
記
入
の
上
、
直
接
提
出

（
在
学
証
明
書
・
保
護
者
名
義
の

口
座
が
確
認
で
き
る
も
の
・
印
鑑

を
お
持
ち
く
だ
さ
い
）

※
詳
細
は
市
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
い
た
だ

く
か
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
教
育
総
務
課

☎
23‐３
５
３
０

22‐３
８
１
１

ひ
と
り
親
家
庭
の
相
談

１
０
０
２
２
９
７

　
生
活
や
子
育
て
、
就
業
な
ど
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

場
所：市
役
所
子
育
て
支
援
課（
北

庁
舎
１
階
）　

時
間
：
午
前
８
時

30
分
～
午
後
５
時
（
予
約
優
先
）

そ
の
他：予
約
者
に
限
り
、
田
原・

赤
羽
根
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
あ
つ
み

ラ
イ
フ
ラ
ン
ド
で
も
相
談
可

▼
子
育
て
支
援
課

☎
23‐３
５
１
３

23‐３
５
４
５

お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い

「
消
費
生
活
相
談
窓
口
」

１
０
０
１
０
４
６

　
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
苦

情
、
訪
問
販
売
な
ど
に
よ
る
ト
ラ

ブ
ル
が
増
え
て
い
ま
す
。そ
こ
で
、

消
費
生
活
相
談
窓
口
で
は
、
専
門

の
相
談
員
が
ア
ド
バ
イ
ス
や
情
報

提
供
を
行
い
ま
す
の
で
、
お
早
め

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▪
東
三
河
消
費
生
活
総
合
セ
ン

タ
ー

　
☎（
０
５
３
２
）51‐２
３
０
５

場
所
：
豊
橋
市
役
所 

安
全
生
活

課
（
東
館
12
階
）　

開
設
日
時
：

月
～
金
曜
日
（
祝
日
・
年
末
年
始

を
除
く
）
午
前
９
時
～
午
後
４
時

30
分

▪
東
三
河
消
費
生
活
田
原
セ
ン

タ
ー

　
☎
23‐３
８
１
８

場
所
：
田
原
市
役
所 

商
工
観
光

課
（
北
庁
舎
１
階
）　
開
設
日
時：

月
・
火
・
木
・
金
曜
日
（
祝
日
・

年
末
年
始
を
除
く
）
午
前
９
時
～

午
後
４
時
30
分

▼
東
三
河
広
域
連
合
消
費
生
活
課

☎（
０
５
３
２
）26‐９
０
７
７

「
住
宅・土
地
統
計
調
査
」に

ご
協
力
を

　
総
務
省
で
は
、
我
が
国
に
お
け

る
住
宅
お
よ
び
土
地
の
保
有
状
況

や
居
住
環
境
の
実
態
を
調
べ
る
た

め
、平
成
30
年
10
月
1
日
現
在
で
、

「
住
宅
・
土
地
統
計
調
査
」
を
実

施
し
ま
す
。

　
本
市
で
は
約
２
１
０
０
世
帯
が

調
査
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
9
月

中
旬
頃
、
調
査
員
が
調
査
対
象
の

世
帯
に
調
査
票
を
配
布
し
ま
す
の

で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
総
務
課

☎
23‐３
５
０
６

23‐０
１
８
０

市
民
課
の
土
曜
窓
口
業
務

を
お
休
み
し
ま
す１

０
０
５
６
５
２

　
９
月
15
日
（
土
）
は
、
南
庁
舎

玄
関
前
に
お
い
て
ワ
ー
ル
ド
サ
ー

フ
ィ
ン
ゲ
ー
ム
ス
の
開
会
式
な
ど

が
開
催
さ
れ
る
た
め
、
市
民
課
の

土
曜
窓
口
業
務
を
お
休
み
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

　
ご
迷
惑
を
お
掛
け
い
た
し
ま
す

が
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

▼
市
民
課

☎
23‐３
５
１
１

23‐４
２
７
０

税

公
的
年
金
か
ら
の

市
民
税・県
民
税
の
天
引
き

１
０
０
０
７
８
０

　
満
65
歳
に
な
ら
れ
た
方
（
昭
和

27
年
４
月
３
日
～
28
年
４
月
２
日

生
ま
れ
の
方
）
な
ど
で
、
10
月
支

給
の
公
的
年
金
か
ら
市
民
税
・
県

民
税
の
特
別
徴
収
（
天
引
き
）
が

始
ま
る
方
が
い
ま
す
。

　
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
対
象
者

に
は
、
６
月
中
旬
に
市
か
ら
送
付

し
た
納
税
通
知
書
に
特
別
徴
収
予

定
の
金
額
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す

の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
税
務
課

☎
23‐３
５
０
９

23‐０
１
８
０

❖掲載位置＝裏表紙
❖募集単位数＝６枠（たて 80mm×よこ80mm／ 4 色刷）
❖掲  載  料＝ 27,000 円（１単位）
❖参考情報＝約 22,000 部発行／平成 31 年３月 15 日から

市内全世帯（自治会経由）および医療機関などに配布
❖募集期間＝ 10 月 31 日（水）まで　※締切日必着

申込方法
健康課、市ＨＰにある申込書に必要事項を記入の上、必要書
類を添えて直接または郵送にて／要綱・要領などは市ＨＰを
ご覧ください。

▼健康課（あつみライフランド内）
☎33‐0386
〒441-3614　保美町寺西21番地10

2019年度版田原市健康ガイド
ブック（旧田原市健康カレンダー）に
広告を掲載しませんか？ 1002115
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